
令和 8 年度 桶幼放課後児童クラブ入室案内 

放課後児童クラブとは、保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童を対象に、授業終了した放課後に

生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、児童の健全育成を行う施設です。また、下校時に各小学校

に車でお迎えに行きます。 

⑴  対 象 児 童 

小学校の児童（1 年生から 6 年生）で次のいずれかに該当する場合。 

駅前学童募集人員        30 名程（3 年生～6 年生） 

おけがわ幼稚園本園学童募集人員 20～60 名程（1 年生～2・3 年生） 

ご家庭の事情により施設の選択はできますが、曜日・週・月などでの選択は出来ません。 

☆保護者の労働などにより昼間の時間常時家庭が留守で、児童の保育が出来ない場合。 

☆保護者が疾病などにより、児童の保育が出来ない場合。 

☆保護者が家庭にいる病人などの看護にあたるため、児童の保育が出来ない場合。 

☆その他の理由により、保護者が児童の保育が出来ない場合。 

☆その他施設長が認めた場合。 

⑵  保 育 時 間 小学校の通常授業日 放課後から 19 時まで（18：30 より延長料金が掛かります） 

⑶  休 室 日 8 月 13 日～8 月 15 日と 12 月 29 日～1 月 3 日は休業 

⑷  長 期 休 業 日 
春夏冬休みは 8 時（7 時 30 分から入室可）19 時まで 

※早朝契約 7 時より入室可 

⑸  保 育 料 
月額 12,500 円 （おやつ代は 2,500 円を別途負担していただきます） 

 ※毎月 27 日に翌月分が口座より引き落とされます。 

⑹  バ ス 代 
月額 2,250 円  桶川小学校以外の市内の小学校が対象になります。 

 ※バス代は値上げする場合があります。 

⑺  入 室 手 続 入室を希望する前月の 15 日までに必要書類を桶幼放課後児童クラブにご提出ください。 

⑻  そ の 他 
※原則として保護者の方に児童のお迎えをお願いしています。 

※災害・緊急時の対処として朝 7 時 30 分より開室し、バスで学校へお送りします。 

⑼  申込必要書類 

令和 6 年 10 月 1 日より配布 

・桶幼放課後児童クラブ入室申込書（資料 2） 

・児童家庭調書（資料 3） 

・保護者の就労証明書（資料 4） 

・病気の場合は診断書（医師の診断書） 

・その他、家庭状況によりご提出いただく書類があります。 

⑽  申 込 受 付 
桶幼放課後児童クラブまたはおけがわ幼稚園事務所に届出・も

しくは郵送。 
10/15～11/30 

⑾  入 室 審 査 1 月中に書類による審査を行います。 1/8～1/31 

⑿  入 室 決 定 2 月上旬に保護者宛に通知いたします。 2 月上旬 

⒀  入 室 説 明 会 

令和 7 年度入室決定者説明会 決定通知発行 

※クラブのしおりを基にした説明会を行い、同意していただい

た方に「承認通知書」を発行いたします。 

3/7（土）10：00～ 
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